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新型インフルエンザ等対策業務計画の策定にあたって 

 

公益社団法人大分県薬剤師会 

会長 安 東 哲 也 

 

 

当会は、平成２５年１２月１２日付けで大分県知事から新型インフルエンザ等対策特別

措置法(平成２４年法律第３１号)第２条第７号に規定する指定地方公共機関に指定されま

した。 

指定地方公共機関には、新型インフルエンザ等が発生した際に、その業務について新型

インフルエンザ等対策を実施する責務があり、その実施に当たっては、関係機関と相互に

連携・協力し、的確かつ迅速な実施に万全を期さなければなりません。 

また、県の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づいた新型インフルエンザ等対策業

務計画の作成と県への報告、関係地方公共団体への通知、要旨の公表とともに、新型イン

フルエンザ等対策の実施に必要な物資・資材の備蓄・整備・点検、施設・設備の整備・点

検といった責務もあり、必要な訓練の実施にも努めなければなりません。 

そこで当会では、このたび、「大分県新型インフルエンザ等対策行動計画（平成２５年

１０月４日）」に基づいて、「大分県薬剤師会新型インフルエンザ等対策業務計画」を策定

しました。 

この業務計画には、当会の新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本方針や当会が

実施する対策等が規定されています。 

 今後は、この業務計画に基づいて所要の体制整備を進めるとともに、新型インフルエン

ザ等の発生時には、当会並びに会員薬剤師の職能を最大限に発揮して新型インフルエンザ

等対策に取り組み、感染拡大を可能な限り抑制して県民の皆様の生命及び健康を保護する

とともに、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小となるよう努めてまいります。 

 

 

 

対象とする「新型インフルエンザ等」の範囲 

 

□ 感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症 

□ 感染症法第６条第９項に規定する新感染症で、その感染力の強さから新型インフ

ルエンザと同様に社会的影響が大きなもの 

 

※ 感染症法：「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 

（平成１０年１０月２日法律第１１４号） 

 

 



目  次 

 

Ⅰ 総則 

１ 業務計画の目的・基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

（１）業務計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

（２）業務計画の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

２ 業務計画の運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

（１）適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

（２）被害想定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

（３）弾力的運用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

Ⅱ 新型インフルエンザ等対策の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

１ 実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（１）平時の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（２）発生時の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（３）組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

（４）終息時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

２ 情報収集・共有体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

（１）平時の情報収集・共有体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

（２）発生時の情報収集・共有体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

（３）役・職員及び会員との情報共有体制・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

３ 関係機関との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

（１）連携が必要となる関係機関・団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

（２）発生時における連携方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

Ⅲ 新型インフルエンザ等対策に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

１ 新型インフルエンザ等対策業務の内容及び実施方法・・・・・・・・・・・ 4 

 （１）平時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 （２）発生時の人員計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

 （３）県内未発生期から県内発生早期における対応・・・・・・・・・・・・・ 5 

 （４）県内感染期における対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

２ 感染対策の検討・実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 （１）感染予防・まん延防止のための普及啓発・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 （２）職場における感染対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

 （３）必要な物資・資材の備蓄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 

Ⅳ その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

１ 教育・訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（１）役・職員及び会員に対する研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（２）対策本部の設置・運営訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（３）重要業務継続訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（４）関係機関との連携・協力訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

２ 計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 














